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広島地方合同庁舎防災棟（仮称）整備等事業 

令和７年度実施方針からの主な変更概要 

 

 令和７年 11月 26日に公表した広島地方合同庁舎防災棟（仮称）整備等事業の実施

に関する方針（以下「実施方針」という。）及びその添付資料について、入札公告時に

おける主な変更概要は以下のとおりである。 

 

１．入札説明書 

No. 主な変更項目 変更内容 該当箇所 

1 建設企業の参

加資格要件 

建設企業の参加資格要件にお

ける「工事種別：建築工事」

にかかる配置予定技術者につ

いて、第一次審査資料に記載

した技術者の事業期間中の変

更を「監理技術者制度運用マ

ニュアル（平成 16年３月１日

国総建第 316 号最終改正令和

７年１月 28日国不建技第 147

号）」二－二の「（４）監理技

術者等の途中交代」の考え方

を踏まえ対応することを明示 

26.技術者の変更について 

 建設企業の参

加資格要件 

また、当該マニュアルの「監

理技術者等の交代の時期は工

程上一定の区切りと認められ

る時点とする」の運用にあた

り、本事業においては工事着

手前の段階も含む施設整備期

間全体に生じる区切りに対し

ても適用することを明示 

26．技術者の変更について 

 建設企業の参

加資格要件 

「工事種別：電気設備工事」

及び「工事種別：暖冷房衛生

設備工事」に係る配置予定技

術者については、第一次審査

資料において確認を行う参加

資格要件に該当しないため、

資料－２ 業務要求水準

書 第４-６-４.建設業務 
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No. 主な変更項目 変更内容 該当箇所 

業務要求水準書へ記載箇所を

変更（資格及び施工経験等に

関する要件は変更しない）。 

 特定資料①の

配布 

入札公告時に交付する特定資

料①が本入札説明書の一部と

なるため、実施方針公表時に

交付された秘密保全が必要な

資料の交付状況にかかわら

ず、特定資料①の受領を希望

する者は、交付手続きを行う

ことを明記 

９．特定資料①の配布 

 

２．資料－１－３ 事業費の算定及び支払方法 

No. 主な変更項目 変更内容 該当箇所 

1 基準金利 国が定める入札用の基準金利

（入札用基準金利）は、入札

公告時に公表 

※入札用基準金利は、入札に

あたり国が定める基準金利で

あり、割賦手数料に係る基準

金利は、事業契約締結後、資

料－１－３「事業費の算定及

び支払方法」第２ ３．（１）

②イ基準金利に規定する方法

により、金利確定日に確定す

る。 

第２-３．各費用の支払 額

の算定及び支払方法 

2 施設費の物価

変動に基づく

改定 

本件工事費のほか、設計費、

工事監理費について、物価変

動に基づく改定の対象とする

ものとして追記 

第５-２．施設費の物価 変

動に基づく改定及び資料―

１ 事業契約書（案） 

3 施設費の物価

変動に基づく

改定 

事業契約締結日から工事着手

日以前においても、事業者の

協議資料等に基づき国と事業

者で合意した場合に見積等に

第５-２．施設費の物価 変

動に基づく改定及び資料―

１ 事業契約書（案） 
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No. 主な変更項目 変更内容 該当箇所 

よる指数以外の方法を用いる

ことができるものとして追記 

4 維持管理・運

営費の物価変

動に基づく改

定 

維持管理・運営費のほか、そ

の他の費用について、物価変

動に基づく改定の対象とする

ものとして追記 

第５-３．維持管理・運営

費及びその他費用の物価変

動に基づく改定及び資料―

１ 事業契約書（案） 

 

３．資料－２ 業務要求水準書 

No. 主な変更項目 変更内容 該当箇所 

1 目次  新たに添付資料として、「5-

13 ※入退館管理設備のシス

テム概要」を追加 

【添付資料 5-13】「入退館

管理設備のシステム概要」 

2 コージェネレー

ション装置 

コージェネレーション装置の

検証結果資料や事業プレゼン

テーション資料作成を不要と

するものとして変更 

第４-４-２. 環境保全性に

関する性能 等 

3 中国地方整備局

統括防災官室等

の電算室（サー

バー室等） 

添付資料4-9及び参考資料4-

15において、中国地方整備局

統括防災官室等のうち、電算

室（サーバー室等）の空調方

式の要求水準を床吹出し方式

に変更 

【添付資料 4-9】「主要諸室

の性能特記事項」 

【参考資料 4-15】「中国地

方整備局サーバー室参考資

料」 

4 監理技術者又は

主任技術者の通

知 

建設企業の参加資格要件の変

更にあわせて建設業務にかか

る監理技術者又は主任技術者

の選任及び通知にかかる規定

を変更 

第４-６-４.建設業務 

 


